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令和３年１２月９日 

 

行田市施設における灯油の漏洩による影響について 
 

  

 令和 3年 12月 9日行田市が行田市南河原の行田市南河原支所において６００リッ

トルの灯油が漏洩していたことを公表しました。 

 河川及び県行田浄水場への影響はありません。 

  

・漏洩場所周辺の河川では油臭、油膜は確認されていません。 

・利根川で取水する県行田浄水場への影響は全くありません。 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

河川への影響 

 環境部水環境課 担当 土壌・地盤環境担当 電話 048-830-3084 

 

浄水場への影響 

 企業局水道管理課 担当 水質担当 電話 048-830-7094 

環境部 水環境課 
土壌・地盤環境担当 渡邊・立花 

直通 048-830-3084 
内線 3073 

E-mail: a3070-01@pref.saitama.lg.jp 
 
 


